
CBD（※）オイル等の CBD 製品の輸入を検討されている方へ 

（※）CBD とは、Cannabidiol（カンナビジオール）のことです。 

必ずお読みください 

・この案内に基づき行う相談に対し厚生労働省が行う「大麻」に該当するか否かに

ついての回答は、あくまで提出された資料に基づいて行うものです。実際に輸入

しようとするものが「大麻」に該当しないことを判断するものではありません。

なお、厚生労働省に対し提出した資料については、実際に輸入を行う際、再度、

税関又は厚生労働省に対し提出する必要が生じる場合があります。 

・したがって、提出された資料に基づいて厚生労働省が「大麻に該当しない」と回

答した場合であっても、輸入の際の税関若しくは厚生労働省の検査又は国内にお

ける検査で THC が検出された場合等には、「大麻に該当する」ものを輸入したもの

として大麻取締法に基づき処罰を受ける可能性があります。 

・「大麻」については輸出についても禁止されていることから、上記の検査で THC が

検出された場合等には、相手国に返送することはできません。 

【問い合わせ先】 

・事前のお電話は不要ですので、直接書類をメールでご送付ください。 

・書類の確認には、１週間程度かかります。確認でき次第、メールに記載された連

絡先にお電話いたします。 

・この手続きは、輸入者が行ってください。 

（2020 年４月 1日以降） 

・部署：関東信越厚生局麻薬取締部 

・連絡先：03-3512-8688（代表） 

・メールアドレス：CHECKCBD@mhlw.go.jp 

・電話対応時間：10:00～16:00（平日のみ対応可。12:00～13:00 の昼休みを除く。） 

（2020 年３月 31 日まで） 

・部署：厚生労働省医薬・生活衛生局監視指導・麻薬対策課 

・連絡先：03-5253-1111（代表） 

・メールアドレス及び対応時間は上と同じ。 
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１．大麻の規制について 

（１）大麻取締法における「大麻」とは 

・大麻とは、大麻草（カンナビス・サティバ・エル）及びその製品をいいます。 

・ただし、大麻草の成熟した茎及びその茎から作られる繊維等の製品（樹脂を除きま

す。）と、大麻草の種子及びその製品は規制対象から除かれます。 

・我が国では、都道府県知事の免許を受けた大麻取扱者（大麻栽培者・大麻研究者）

のみが大麻の栽培、所持、譲受・譲渡等を認められており、大麻取扱者以外の者が

これらの行為を行った場合は罰せられます。 

・大麻の輸入は、大麻研究者が研究の目的で、厚生労働大臣の許可を受けて行う場合

にしか行うことができません。 

（２）禁止行為 

・大麻の輸出入、栽培、所持、譲受・譲渡等は原則禁止されています。 

・違反者に対しては厳しい罰則があります。 

態 様 罰 則 

栽培／輸出入 単純：懲役７年以下 （営利：懲役 10 年以下＋300 万円以下の罰金） 

所持／譲渡譲受 単純：懲役５年以下 （営利：懲役７年以下＋200 万円以下の罰金） 

２．CBD 製品について 

・大麻草の成熟した茎又は種子以外の部位（葉、花穂、枝、根等）から抽出・製造され

た CBD 製品は、「大麻」に該当します。 

・なお、大麻草から抽出・製造されたかを問わず、大麻草由来の成分であるテトラヒ

ドロカンナビノール（THC）を含有する CBD 製品は、「大麻」に該当しないことが確

認できないので、原則として輸入できません。また、化学合成された THC は麻薬及

び向精神薬取締法で「麻薬」として規制されていますので、原則として輸入できま

せん。 
※「大麻」の輸入は、大麻研究者が厚生労働大臣の許可を受けた場合にのみ可能です。また

「麻薬」の輸入は、麻薬輸入業者が厚生労働大臣の許可を受けて輸入する場合等のみ可能

です。 

・「大麻」に該当する CBD 製品を輸出入、所持、譲渡、譲受した場合は罰せられる可能

性があります。 

・化学的に合成された CBD は規制対象とされていませんが、輸入に当たっては「大麻」

でないことの確認を求められる場合があります。 

３．CBD 製品の輸入にあたって 

・CBD 製品の輸入をする際には、あらかじめ【問い合わせ先】に以下の資料を輸入の都

度、メールで提出してください。（資料送付先のメールアドレスは上記【問い合わせ

先】を参照。） 

・輸入の前に提出を受けた資料を元に、対象の CBD 製品が大麻取締法の「大麻」に該

当するか否かを判断します。 

  



パターンＡ【輸入しようとする CBD 製品が、大麻草から作られている場合】 

＜必要な書類＞ 

書類は全て CBD 製品の製造元等から入手する必要があります。 

書類は全て任意の様式で構いません。 

製造元等から入手した書類をそのままメールで送ってください。 

①証明書 

「大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造された CBD 製品であること」を証明する

内容の文書 

●証明書には、以下の内容が記載されていることが必要です。 

・書類の作成日 

・製造元の責任者の署名及び肩書き 

・輸入しようとする CBD 製品の CBD が大麻草の成熟した茎又は種子から抽出・製造

されたものであること 

②成分分析書 

輸入しようとする CBD 製品の検査結果が記載された分析書 

●成分分析書には、以下の内容が記載されていることが必要です。 

・THC、CBD の分析結果 

・分析日又は分析書作成日 

・CBD 製品のロット番号等輸入する製品が特定できる番号 

・分析機関の責任者又は分析実施者の署名及び肩書き 

・分析方法及び検出限界値（LOD；Limit of Detection） 

③写真 

CBD の原材料及び製造工程の写真 

＜原材料＞ 

・CBD の原材料として、大麻草の成熟した茎もしくは種のみを利用していること（大麻

草の葉、花穂、枝、根等を使用していないこと）を証明する写真が必要です。 

・原材料の一部分を撮影した写真では、根や枝などが無いことを確認できないため、原

材料となる茎などの全体像がわかる写真が必要です。 

＜製造工程＞ 

・一例として、大麻草の成熟した茎等を機器に入れている写真や大麻草の成熟した茎等

から抽出している写真等が挙げられます。 

・あくまでも、CBD の原材料として大麻草の成熟した茎若しくは種以外が使われていな

いかを確認するためのものですので、上記に限定されるものではありません。 

 

原材料及び製造工程の写真が鮮明でない場合には、確認ができない場合があります。 

＜資料提出時のその他必須事項＞ 

・輸入者の氏名（会社名） 

・連絡先電話番号 

  



パターンＢ【輸入しようとする CBD 製品が、大麻草から作られていない場合】 

＜必要な資料＞ 

書類は全て CBD 製品の製造元等から入手する必要があります。 

書類は全て任意の様式で構いません。 

製造元等から入手した書類をそのままメールで送ってください。 

①証明書 

化学合成により得られた CBD を用いて製造された CBD 製品であることを証明する内

容の文書 

●証明書には、以下の内容が記載されていることが必要です。 

・原料となる化学物質 

・合成方法 

・書類の作成日 

・製造元の責任者の署名及び肩書き 

・輸入しようとする CBD 製品の CBD が化学合成により得られたものであること 

②成分分析書 

輸入しようとする CBD 製品の検査結果が記載された分析書 

●成分分析書には、以下の内容が記載されていることが必要です。 

・THC、CBD の分析結果 

・分析日又は分析書作成日 

・CBD 製品のロット番号等輸入する製品が特定できる番号 

・分析機関の責任者又は分析実施者の署名及び肩書き 

・分析方法及び検出限界値（LOD；Limit of Detection） 

＜資料提出時のその他必須事項＞ 

・輸入者の氏名（会社名） 

・連絡先電話番号 


